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 地区長 殿 
 

韮崎市長 内藤 久夫   
（公印省略）   

 
市民バス竜岡線ＡＩオンデマンドバス ミーティングポイントの追加 
のお知らせ及び運行へのご協力のお願い（依頼） 

 
日頃より、市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

 さて、令和７年２月３日より、市民バス竜岡線の運行形態を変更し、９時〜１７時の時間
帯について、ＡＩオンデマンドバスの運行を開始いたしました。 
 地区長の皆さまにおかれましては、運行にあたり資料の配布や説明会等様々なご協力を
いただきましてありがとうございました。 
 この度、住民説明会でのご意見等を踏まえ、3 月 17 日より別紙のとおりミーティングポ
イントを一部追加いたしますので、地区回覧によりご周知いただけますようお願いいたし
ます。 
 また、運行に際してのご協力のお願いについても記載させていただいておりますので、併
せてご周知いただけますようお願いいたします。 
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市民バス竜岡線ＡＩオンデマンドバス ミーティングポイントの追加 
のお知らせ及び運行へのご協力のお願い 

 
日頃より、市政にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 
さて、令和７年２月３日より、市民バス竜岡線の運行形態を変更し、９時〜１７時の

時間帯について、ＡＩオンデマンドバスの運行を開始いたしました。 
この度、運行形態の変更にあたり開催させていただいた、住民説明会でのご意見等を

踏まえ、3 月 17 日より別紙のとおりミーティングポイントを追加いたしますのでお知
らせいたします。 

また、ＡＩオンデマンドバスは、より自宅の近くから乗降が可能となるという特性上、
道幅が狭い地区内の道路も運行する必要があります。 

市民バスは地域住民の移動手段の確保として、なくてはならない公共交通ですので、
趣旨をご理解いただき、地域住民の方におかれましては、バスの通行に際してご協力く
ださいますようお願いいたします。 
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